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・面 積･･･445.63㎢ 
・人 口･･･33,627人 
・世帯数･･･12,392世帯 
 （平成28年9月30日現在） 

妙高市の位置 

妙高市の概要 



妙高戸隠連山国立公園の誕生  



妙高市の空き家等対策について 



１．これまでの取り組み 

平成１８年１０月 

・空き家等の実態調査の実施（毎年１回実施） 

 

平成２５年７月 

・妙高市空き家等の適正管理に関する条例施行 

・妙高市空き家等の適正管理に係る協働作業補 

 助金交付要綱施行 

 

平成２５年８月 

・妙高市管理不全な空き家等認定調査会の設置 



平成２７年１０月 

・公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会と 

 「空き家情報登録制度に関する協定書」を締結 

 

平成２７年１２月 

・妙高市空き家等の適正管理に関する条例全部改正 

・妙高市管理不全な空き家等認定調査会運営要綱の 

 一部改正（管理不全な空き家等→特定空き家等に変更） 



平成２８年１月 

 妙高市空き家等対策計画の作成に着手 

 

平成２８年３月 

・妙高市空き家等対策協議会の設置 

 

平成２８年８月 

・妙高市空き家等対策計画の策定 

 

平成２８年９月 

・特定空き家等の略式代執行の実施 



  新井地域 妙高高原地域 妙高地域 計 

平成１８年度 ２２０ １６７ ９２ ４７９ 

平成１９年度 ２２５ １６７ １０１ ４９３ 

平成２０年度 ２５０ １７２ １０１ ５２３ 

平成２１年度 ２４５ １７２ １０８ ５２５ 

平成２２年度 ２９５ １８０ １１３ ５８８ 

平成２３年度 ３２３ １９７ １１７ ６３７ 

平成２４年度 ３５５ １７３ １１２ ６４０ 

平成２５年度 ３４２ １６７ １０８ ６１７ 

平成２６年度 ３４５ １８２ １１７ ６４４ 

平成２７年度 ３５７ １７７ １１６ ６５０ 

平成２８年度 ３２５ １７８ ９７ ６００ 

２．妙高市の空き家等の状況 
（単位：戸） 

※戸数は年度末時点（平成２８年度は平成２８年９月３０日現在） 



３．妙高市の特定空き家等の推移 

（単位：戸） 

※戸数は年度末時点（平成２８年度は、平成２８年９月３０日現在） 

  前年度末 特定空き家等
に認定した空
き家等の戸数 

特定空き家等を
除却や再使用等
した空き家の戸数 

計 

平成２５年度 －  ３２ －６ ２６ 

平成２６年度 ２６ ３２ －１ ５７ 

平成２７年度 ５７ １５ －６ ６６ 

平成２８年度 ６６ ０ －１ ６５ 

※平成２５・２６年度は、条例に基づく認定空き家等となります。 



４．特定空き家等の地域・用途別一覧 

（単位：戸） 

※平成２８年９月３０日現在 

  新井地域 妙高高原地域 妙高地域 計 

住宅（別荘を含
む） 

１７ １１ ８ ３６ 

旅館・ペンショ
ン等 

０ １９ ５ ２４ 

その他（店舗・
事務所等） 

０ ４ １ ５ 

計 １７ ３４ １４ ６５ 



５．特定空き家等に対する措置 

（単位：戸） 

（１）特定空き家等に対する助言又は指導、勧告件数 

  
条例に基づく措置 法に基づく措置 

計 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

助言又は指導 
(延べ) 

６４ ５０ １１１ ２２５ 

勧告 ０ １６ ０ １６ 

計 ６４ ６６ １１１ ２４１ 



（単位：戸） 

（２）助言又は指導・勧告等の結果内訳 

  平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 計 

除去（解体） ５ １ ５ １１ 

再使用 １ ０ １ ２ 

 計 ６ １ ６ １３ 

ミョーコーさん 生命地域創造隊 バイオレンジャー 



特定空き家等の略式代執行に
ついて 



・豪雪地の温泉街にある元旅館で、  

  平成22年に廃業、所有者法人は破産。 

・平成23年冬に雪の重みで木造部分の 

  屋根の一部が崩落。 

・平成24年5月に温泉組合等が市に対し指導を要望。 

・市では道義的責任のある破産した法人代表者に対し倒壊部分の 

  処分を働きかけてきたが、放置状態が継続。 

・地元地区は、市の協働作業に対する補助制度を活用し、雪庇処 

 理やがれき撤去作業を行っているが、地元対応にも限界がある。 

・所有者法人が破産し、登記簿が閉鎖されており、このまま放置す 

  ると、 

 ①倒壊により隣家に影響が及ぶ可能性がある 

 ②景観を乱し、観光面に影響がある 

 ③住民や観光客の通行の危険等が懸念される    状態  

略式代執行に至る経緯 



燕温泉 

特定空き家等 

① 

② 

 

 

 特定空き家等の位置図等          

                    ②の方向から見た特定空き家等 ①の方向から見た特定空き家等 



平成２８年１月 立入調査時の様子 



【略式代執行を判断した理由】 

①建物の老朽化が著しく、半壊状態による周辺へ 

 の影響（降積雪により倒壊のおそれ） 

②法人が破産し、法人登記の閉鎖により措置を命 
 ぜられるべき者を確知できない（地元対応の限 
 界） 

③抵当権が抹消されている 

④土地が国有地である 
（税金投入後に地価が上昇しても利益を得る者がいない） 

①～④の観点など総合的に判断 



代執行する場合、妙高市では 

条例で議会の議決を要件としている。
（条例第１８条第３項） 

平成２８年６月議会で議決 

平成２８年９月略式代執行に実施 
（平成２８年９月１４日代執行宣言） 



物

件
概
要 

建築年 ・昭和33年頃（旅館昭和34年4月開業） 

構造・面積等 ・ＲＣ造他・4階建て（約1,080㎡） 

状態 
・建物の木造部分の一部損壊 
・外壁等の部材が飛散 

措
置
に
至
る
経
緯 

きっかけ ・温泉組合等からの指導要望 

所有者の特定 
・登記簿謄本 
・土地：国有地、建物：なし(破産) 

立入調査 ・建築士有資格職員1名と担当職員（事務職）1名が調査 

特定空き家の
認定 

・特定空家等認定調査会による意見を踏まえ市長が認定 

自力解決の 
お願い 

・平成24年6月から道義的責任のある法人代表者と話し 
 合いを継続 

措
置
の
経
緯 

所有者の確知 ・平成24年3月破産確認(登記簿謄本) 
公告 ・平成28年5月13日（期日：5月26日） 
議会議決 ・平成28年6月23日 

代執行宣言 
・平成28年9月14日 
 工事期間は、平成29年1月28日まで 

解体費用 ・約3,960万円（空き家対策総合支援事業補助金を活用） 

略式代執行のまとめ 



ご清聴ありがとうございました 

新潟県妙高市 

http://www.city.myoko.niigata.jp/ 


